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高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則 新旧対照表

新 旧

○高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

平成２３年１０月２０日規則第６３号

改正 令和 ５年 ６月 ９日規則第８８号

改正 令和 ７年 ９月３０日規則第８７号

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則をここに公布する。

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則（平成１３年高知県

規則第１５３号）の全部を改正する。

第１条から第12条 （略）

（終身賃貸事業の認可申請）

第１３条 法第５６条第１項の規定により終身賃貸事業の変更の認可を受け

ようとする終身賃貸事業者は、別記第６号様式による終身賃貸事業変更認

可申請書により知事に申請しなければならない。

（終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の変更の届出手続）

第１３条の２ 法第５７条第３項の規定により賃貸住宅の変更の届出をする

ときは、別記第６号様式の２による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届

出書を知事に提出しなければならない。

（解約の申入れの承認申請）

第１４条 法第５９条第１項の規定に基づき終身建物賃貸借の解約の申入れ

の承認を受けようとする認可事業者は、別記第７号様式による終身建物賃

貸借解約申入れ承認申請書により知事に申請しなければならない。

（地位の承継の届出手続等）

第１５条 法第６８条第２項の規定により地位の承継の届出をするときは、

別記第８号様式による認可事業者地位承継届出書を知事に提出しなければ

ならない。

２ 法第６８条第３項の規定に基づき地位の承継の承認を受けようとする者

○高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

平成２３年１０月２０日規則第６３号

改正 令和 ５年 ６月 ９日規則第８８号

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則をここに公布する。

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則（平成１３年高知県

規則第１５３号）の全部を改正する。

第１条から第12条 （略）

（事業の変更の認可申請）

第１３条 法第５６条第１項の規定により事業の変更の認可を受けようとす

る終身賃貸事業者は、別記第６号様式による終身賃貸事業変更認可申請書

により知事に申請しなければならない。

（解約の申入れの承認申請）

第１４条 法第５８条第１項の規定に基づき終身建物賃貸借の解約の申入れ

の承認を受けようとする認可事業者は、別記第７号様式による終身建物賃

貸借解約申入れ承認申請書により知事に申請しなければならない。

（地位の承継の届出手続等）

第１５条 法第６７条第２項の規定により地位の承継の届出をするときは、

別記第８号様式による認可事業者地位承継届出書を知事に提出しなければ

ならない。

２ 法第６７条第３項の規定に基づき地位の承継の承認を受けようとする者
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は、別記第９号様式による認可事業者地位承継承認申請書により知事に申

請しなければならない。

（事業の廃止の届出手続）

第１６条 法第７１条第１項の規定により事業の廃止の届出をするときは、

別記第１０号様式による終身賃貸事業廃止届出書を知事に提出しなければ

ならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（高知県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の廃止）

２ 高知県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則（平成１３年高知県規則

第１５４号）は、廃止する。

附 則（令和 ５年 ６月 ９日規則第８８号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施

行細則別記第５号様式は、この規則による改正後の高知県高齢者の居住の

安定確保に関する法律施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用す

ることができる。

附 則（令和 ７年 ９月３０日規則第８７号）

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

は、別記第９号様式による認可事業者地位承継承認申請書により知事に申

請しなければならない。

（事業の廃止の届出手続）

第１６条 法第７０条第１項の規定により事業の廃止の届出をするときは、

別記第１０号様式による終身賃貸事業廃止届出書を知事に提出しなければ

ならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（高知県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の廃止）

２ 高知県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則（平成１３年高知県規則

第１５４号）は、廃止する。

附 則（令和 ５年 ６月 ９日規則第８８号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施

行細則別記第５号様式は、この規則による改正後の高知県高齢者の居住の

安定確保に関する法律施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用す

ることができる。



3/9

新 旧



4/9

新 旧



5/9

新 旧

新設



6/9

新 旧



7/9

新 旧



8/9

新 旧



9/9

新 旧


